
遺
跡
庭
園

水
無
瀬
離
宮
跡
並
に
伝
桜
井
御
所
跡
の
調
査

一
　調
　査
　概
　要

昭
和
三
十
四
年
夏
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
名
神
高
速

道
路
沿
線
史
蹟
調
査
の一
環
と
し
て
、
大
阪
府
三
島
郡
島
本

町
大
字
広
瀬
及
大
字
桜
井
地
内
に
あ
る
水
無
瀬
離
宮
跡
と
伝

桜
井
御
所
跡
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
大
阪
府
教
育
委
員
会

の
依
頼
を
受
け
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
員
が
中
心
と
な
り
、

京
都
大
学
大
学
院
学
生
村
岡
正
君
等
の
協
力
を
得
て
実
測
調

査
に
あ
たっ
た
。
測
量
し
た
総
面
積
は
約
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

（
約
五
十
町
歩
）
要
し
た
期
間
は
外
業
は
七
月
二
十
五
日
か

ら
九
月
十
日
ま
で
の
晴
天
二
十
五
日
間
、
そ
の
後
年
末
ま
で

の
間
に
実
測
資
料
の
計
算
、
実
測
図
作
製
、
古
図
及
び
字
図

の
複
写
、
文
献
資
料
の
渉
猟
、
報
告
書
原
稿
整
理
な
ど
を
行

な
っ
た
。

二
　水
無
瀬
神
宮
と下
御
所
跡

後
鳥
羽
上
皇
は
白
川
殿
、
鳥
羽
殿
な
ど
、
藤
原
時
代
以
来

の
皇
室
所
有
の
庭
園
を
復
旧
修
理
さ
せ
る一
方
、
烏
丸
殿
、

五
辻
殿
な
ど
泉
石
に
名
の
あ
る
公
家
の
邸
宅
な
ど
を
も
仙
洞

御
所
と
し
て
利
用
し
た
。
そ
の
中
で
白
川
に
あ
る
最
勝
四
天

王
院
は
建
物
の
配
置
と
庭
園
の
姿
が
判
る
例
と
し
て
知
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

正
治
元
年（
一
一
九
二
）
に
は
、
大
規
模
な
水
無
瀬
殿

（
後
の
上
御
所
に
対
し
て
下
御
所
と
呼
ぶ
）
が
造
営
さ
れ
た
。

遺
跡
・
庭
　園
の
調
査

の
調

査

建
　造
　物
　研
　究
室

そ
の
位
置
は
現
在
の
水
無
瀬
神
宮
を中
心
と
し
た一
帯即
ち

水
無
瀬
川
と淀
川
の
合
流
点
に
近
かっ
た
よ
うで
あ
る
。

水
無
瀬
御
宮
由
来
書
、
経
業
師成
記（
水
無
瀬
神
宮
所
蔵

文
書）
に
よ
る
と
、

水
無
瀬
御
宮
之
儀
者
則
後
鳥羽
院
御
旧
殿
也
、
延
応三

年
於
隠
岐
国
崩
御
之
節
、
宸
筆
御
影ヲ
被下
、以
後
水

無
瀬
御
旧
殿
二
奉
納
、
永
御
祈
念可
申
之
旨
宸
筆
之
御

手形
ヲ
被下
間
、
則
御
旧
殿
奉
成
御
鎮
座
奉
称
水
無
瀬

御
影
堂
、以
後
明
応三
年
従
後
土
御門
院
被
贈
進
神
号

神
門
等
得共
子
細
有
之
右
神
号
神
門
者
被返
進
、
其
後

者
奉
称
水
無
瀬
御
宮
候
事

七
月二
日
　
　
　
　
　経
業

師
成

と書
か
れて
い
る
。
ま
た別
に
足
利
義
詮
御
教
書（

神
宮
所
蔵
）
に
、

庭
園

せ
給へ
り
御前
の
山
よ
り
滝
お
とさ
れ
たる
庭
の
小
松

も
け
に
け
に
千
代
をこ
め
た
る
霞
の
洞
な
り

と増
鏡に
あ
る
。又
高野
日
記
に
は

尾
上
殿
滝
殿
田
上
の
い
なは
殿
河
囗
に
の
そ
め
る
萱
葺

の
渡
殿
釣
殿
所
々
の
岩
木
は
色
あひ
水
の
心
はへ
その

おり
おり
の
景
色
を書
き
わ
け
ら
れ
し
い
ま
も
目
にっ

き
た
る
よ
う
に
侍
る

とも
あ
る
。

し
か
し
淀
川
と
水
無
瀬
川
の
合
流
点
に
近
かっ
た
だ
け
に

川
添
い
の
渡
殿
とか
舟
か
ら
直
接
上
れ
る
釣
殿
、川
の
水
を

そ
の
まま
引
き
込
ん
だ
庭
園
の
主要
部
分
な
ど
は
、
水
害
を

蒙
るこ
と
は避
け
ら
れな
かっ
た
よ
うで
あ
る
。
現
在の
水

無
瀬
神宮
境
内
の
地形
の
起
伏
か
ら
、
初
期
離
宮の
様
相
を

水
無
瀬
　想
像し
に
く
い
け
れ
ど
も
、
現
況
を
宝暦
に
書
か
れ
た
図
と

照
応し
な
がら
、そ
の
旧
域
を
推
定
して
見
る
と
、現
在
の
神

水
成
瀬
殿
御
旧
跡
鳴動
事可
致
祈
謝
誠
之
由可
被
相
触

禅
衆
等
中
候
恐
々
謹
言

延
文元（
一
三
五
六
）三
月
八
日（

花
押
）
○
義
詮

水
成
瀬
宰
相
殿

とい
う
の
があ
る
。

正
治
造
営
の
水
無
瀬
殿（
下
御
所
）
がど
ん
な
も
ので
あ

っ
たか
は増
鏡
や
、
明
月
記
に
よっ
て
ほ
ぼ推
察で
き
る
。

か
や
ふ
き
の
廊
渡
殿
など
遙
々
と
艶
に
をか
し
うせ
さ

社
境
内
の
す
ぐ
東
側
の
水田
及
び
溝
川
は
昔の
河
床
を
伝
え

るも
の
ら
し
く
、
従っ
て
離
宮
の
敷
地
は
、
そ
の
神
殿
附
近

を東
端
として
、
そ
れ
は
もっ
と西
方
にひ
ろ
がり
を持っ

て
い
たよ
うで
あ
る
。ま
た
水
無
瀬
川
の
流
路
は
もっ
と古

い
時
代
に
は
青葉
荘
の
辺
か
ら
、
阿
弥陀
院
の
方
向
に
抜
け

て
い
た時代
も
あっ
たら
し
い
が。
建
保四
年（
一
二一
六
）

の
洪
水
期
に
は、こ
の
あ
た
り一
帯
が水
び
たし
に
なっ
た

こ
とも
あっ
たで
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
うに下
御
所
の区
域
は洪
水
に
よっ
て
度
々
洗
わ
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奈
良
国
立文
化
財研
究
所
年
報

れ
たで
あ
ろ
うし
、地
形
的
に
昔の
姿
を
物語
る
もの
は見

出
せ
な
い
が、
神
宮
建
築の
背
後
に
あ
る
茶席
燈
心
亭の
庭

に
あ
る小
さ
な池
辺の
庭石
だ
け
は池
の
面
積
か
ら見
て
不

釣
合の
も
ので
あ
るこ
と
か
ら
、
当
時の
庭石
を
若干
転用

し
た
もの
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　水
無
瀬
離
宮
上
御
所
跡

最
初
に
出
来
た下
御
所
は
建
保四
年（
一
二一
六）
の
水

害で
致
命
的
破
損
を蒙っ
た
た
め
、
翌
建
保
五
年
に
は
更
に

そ
の西
方
五百
メ
ート
ル
ほ
ど
隔っ
た百
山（
山
頂
を
含

む
）
及
そ
の
東
南
山
麓
方
向
に
離
宮
を移
し
たこ
と
が明
月

記
な
ど
の
古
記
録
に
よっ
て
わ
か
る
。

上
御
所
の区
域
は
ど
れ程で
かっ
た
か
につ
いて
は
まだ

はっ
き
り
とし
た解
釈
がな
されて
い
ない
。

後
鳥羽
上
皇
が造営
さ
れ
た
離
宮の
こ
とで
ある
か
ら
、

希
望
さえ
あ
れ
ば如
何
よ
う
な土
地
を
も入
手
す
るこ
と
が

で
き
た筈
で
あ
る
が、
そ
れ
にし
て
も
、
旧
東
大
寺
領
を外

さ
ね
ば
なら
ぬ
と
す
れ
ば、
そ
れ
は摂
津
国
島
上
郡
第一
条

第二
里の
西
北
部坪
付（
四
～
九、一
六～二
こ
と同
第

二
条
第二
里の
東
北
部の
坪
付（
一
～
三
、一
〇
～一
五
、

二
二
～二
四
）
とか
ら
割
り
出
さ
れ
る
もので
。宝
暦
年
間

の
古
図
は家
領
とあ
る区
域
がほ
ぼその
重要
部
分
に
相当

す
るこ
と
が判
る
。即
ち
旧
水
無
瀬
殿
は
字
東
大
寺
と
字
桜

井
との
中
間
に
介在
し
て
い
た
と見
るべ
き
も
ので
、
従っ

て
そ
の区
域
は東西
長
径六
町
南
北四
町
、
即
ち二
十町
歩

前
後
と考
えて
よ
さ
そ５
で
あ
る。

国
鉄
東
海
道
線に
沿
う国
木
原
、
金
井
戸
、
馬
場
殿
及
び

や
や西
寄
の
字
御
所
谷
附
近
は昔
の
御
所
や
雑
舎
の
あっ
た

とこ
ろ
ら
し
い
。五反
田
池
は
宝
永
九年
に
池
と
なっ
て
い

（
１）

る
に
対し
、
鶴ヶ
池
は
既
に
惟
喬
親王
別
業
時代
か
らの
も

の
を利用
し
た
ら
し
いこ
と
が記
録
さ
れ
た
もの
も
あ
る
。

猶鶴ヶ
池
の西
岸
に
は
庭石
ら
し
い
も
の
が発
見
さ
れて
お

り
、
当
時
の
大
規
模
な
園
池
の
地形
を今
日
に
伝
え
る
も
の

の
よ
うで
あ
る
。

園
池
は
自
然
流下
の
水
を堰
塞
し
たも
ので
あ
り
、
更
に

（
２）

そ
の一
部
に
は新
し
く
造
ら
れ
た滝
も
あっ
た
。自
然
の
丘

阜で
あ
る百
山
を
築山
に
見
立て
る
など
地
形
に
順
応
しつ

つ
、
適所
に
殿
舎
を配
置
し
たも
の
ら
し
く、
人工
の
美
を

誇
る
とい
うよ
り
は、
自
然に
順
応し
た
もので
あ
る
と言

っ
て
よ
い
。こ
れ
を同
じ
く鎌
倉
時
代
初
期
に
築
造
さ
れ
た

鎌
倉永
福
寺（
文
治五
年・
東
鑑
）
伊
豆
願
成
就
院（
文
治

五
年・
東
鑑）、天
理内
山
永
久
寺（
建
長以
前・
内
山
記
）

の
園池
跡
な
ど
と比
較
す
れ
ば、
構
造の
上
で
、
類
似の
点

が頗
る
多
いこ
と
が分
るで
あろ
う
。
若し
伝え
の
よ
う
に

鶴ヶ
池
が惟
喬
親王
の
別
業
園池
の
地
形
を
踏
襲し
た
もの

で
あ
る
と
す
る
な
ら、
こ
れら
の
園池
が唯一
の
平
安
時代

初
期
宮
苑
遺
構で
あ
る大
沢
池
の
構
造
な
ど
と
も一
脈
相
通

ず
る
もの
で
あ
るこ
と
は
当
然で
あ
る
。

な
お
ま
たこ
の
雄
大
な
地形
に
加
え
、
北
に
水
無
瀬の
山

々
と川
原
を望み
、
東
に
桂川
の
合
流
点
附
近
か
ら
対
岸
男

山
八
幡
宮
に
か
けて
の
淀
川
の
大風
景
の
眺
望
と
を、
園内

の
背
景
として
取
り入
れて
い
るこ
と
など
、
橘
俊
綱
に
よ

（
３）

つ
て
提
唱
さ
れ
た平
安時
代
の
山
荘
庭
園
の
伝
統
に
も
相
通

ず
るも
の
が
あり
、平
安・
鎌
倉
時
代
宮苑
の
特
色
を
遺憾

な
く、
示
す
もので
あ
るこ
と
が判
明
す
るで
あろ
う
。

四
　伝
桜
井
御
所
跡

楠公
父
子
訣別
の
所
と
伝え
ら
れ
る
桜井
駅
跡の
すぐ
西

側
を国
鉄
東
海
道
線
が通っ
て
い
る
が、
その
線
路の
更
に

西
側三
百
メ
ート
ル
程
の
所
は
、
桓
武天
皇
皇子
円
満
院
法

親王
の
桜
井
御
所
跡
と伝
え
ら
れて
い
る
。古
記
録
が正
確
２

さ
を
欠
くき
ら
い
は
あ
る
が、
そ
の
附
近一
帯
の
地
名で
あ

る
御所
内
、
御所
池
、
六
条
殿
、
薬
師
堂之
庭、
御
堂前
、

苔
山
な
どの
地
名
が示
す通
り、
山
地
を開
い
て平
坦
地
と

し
、
由
緒
あ
る
御所
の
敷地
として
利
用
し
、
ま
た
は園
池

とし
て
鑑
賞し
た
と
推定
さ
れ
る
地形
で
あ
る
。殊
に
御所

池
と吁
ば
れ
る一
帯
は、
平
安時
代
初期
の
宮苑
遺
跡で
あ

る旧
嵯峨
院
園池（
大沢
池
）
な
ど
と
類
似の
もの
で
あっ

て
、
おそ
ら
く円
満
院法
親王
離
宮の
跡の
伝
え
も
無下
に

否
定
はで
き
ない
で
あ
ろ
う
。

五
　結
　
　
　
　
　

び

今回
の
実測
調
査
に
よっ
て
大
阪
府三
島
郡
島
本町
地内

の
旧
水
無
瀬
離
宮
跡
と
伝
桜井
御
所
跡の
地
表
に
於
け
る
現

況
を
記
録
保
存
す
る
操
作
を一
応
完了
し
た
ので
あ
る
が、

その
うち
水
無
瀬
離
宮
跡
につ
いて
は
、
そ
の西
端の一
部

分
即
ち百
山
、
御
所
谷
、
北
浦の
西
端
が新
設
計画
路線
に

か
か
るに
す
ぎな
い
が、
調
査
終了
後
間
も
な
く
、
積
水化

学工
業
株
式
会
社
が百
山
及
び五
反
田
池一
帯の
土
地
を
買

収
し
、百
山
をけ
づっ
た
土
砂で
池
を
埋
め
立て
、工
場
宿

舎
運
動
場
敷地
等
に
あて
る計画
が決
定
して
し
まっ
だの

は
まこ
とに
残
念
なこ
とで
あ
る
。乂
桜
井
御
所
跡
の
方
は

最
も
重要
視
さ
れ
る
御
堂前
、
苔
山
、
御
所
池
、
御
所
内
な

どの
大
半
が名
神
高
速
道
路の
大
規
模
な工
事
に
よっ
て
破

壊
さ
れ
るこ
と
が判
明
し
て
来
た
もので
、
こ
の
点
誠に
惜

し
い
こ
とで
あ
る
と
思
う
。

何
れ
も
類
例の
稀で
あ
る平
安・
鎌
倉
時代
宮
苑
遺
跡
と

して
文化
史
上
最
も
重要
な
もの
で
あ
るこ
と
が確
実
と
な

っ
た
上
は
、
地下
遺
構の
記
録
保
存
す
るこ
との
で
き
る
よ



う、
今
後工
事
現場
との
連
絡
を緊
密
に
さ
れ
たい
もの
で

あ
る
。

註（
１
）
　平安
時
代
初
期
文
徳
天
皇
皇
子
惟
喬
親
王
の
別

業
の
跡
で
あ
る
と
伝
え
る
。
扶
桑
京
華
志
巻
之
三
に

よ
れ
ば
、「
水
無
瀬
宮
、
在二水
無
瀬・
今
之
鶴
池
是
也

惟
喬
親
王
別
業
」
と
あ
る
。
従
っ
て
後
鳥
羽
上
皇
の

水
無
御
瀬
離
宮
上
御
所
の
園
池
は
完
全
な
新
設
で
は

な
く
、
曽
て
別
業
に
利
用
さ
れ
て
い
た
地
形
を
利
用

し
、
滝
や
立
石
な
ど
を
加
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
２
）
　明月
記
建
保
五
年
二
月
廿
四
日
の
条
や
、
拾
遺

愚
草（
水
無
瀬
神
宮
古
文
書
所
収
）
な
ど
に
滝
や
立

石
の
こ
と
がで
て
い
る
。

（
３
）
　作庭
記
の
編
者
で
、
そ
の
中
に
は
俊
綢
独
特
の

庭
園
意
匠
論
が
縦
横
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
作
家
で

あ
る
と同
時
に
評
論
家
とし
て
も
聞
え
、
尊
卑
分
脈

に
も
、「
水
石
風
骨
を
得
た
る
人
な
り
」
と
あ
る
。
続

世
継
に
は
鳥
羽
殿
に
対
す
る
辛
辣
な
評
論
が
書
か
れ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　

。。

南
都
諸
大
寺
伽
藍
構
成
と
地
形
の
関
係

標記
の
問
題
を
考察
す
る手
初
め
とし
て
、
東
大
寺
旧
境

内
の
地
形
調
査
に着
手
し
た
。測
量
調
査の区
域
とし
て
は

北
は
知
足院
山
から
南
は南
大
門
前面
の
吉
城
川
附
近
、
東

は
ま
ん
な
おし
地
蔵
尊
から
手
向山
八
幡
宮裏
山
の
土
塁
を

結ぶ
線
、西
限
は
転
害門
焼門
西
大
門
跡
を
経て
旧
井
上
邸

西
側
築
地塀（
旧
東
京
極大
路）
を
結
ぶ
線、
東西
八
五
〇

メ
ート
ル
、
南
北
八
〇
〇
メ
ート
ル面
積
に
し
て
六五ヘ
ク

遺
跡
・
庭
園
の
調
査

タ
ール（
約
六
五
町
歩
）
の区
域内
に
存
在
す
る
ほ
と
ん
ど

す
べて
の
建
物
の
位
置
と、
地形
の
抑
揚
を
記
入
し
た
もの

で
あ
る
。中で
も
宮内
庁
正
倉
院
事務
所の
お
許
し
を
得て
、

正
倉
院
境内
を
含
め
るこ
と
がで
き
たこ
とや
、
依
頼
に
よ

り四
聖
坊
庭
園
を
詳
細
に
調
査
す
るこ
と
がで
き
たこ
と
は

望
外
の
幸で
あっ
た
。

調
査の
結果
明
ら
か
に
さ
れ
たこ
と
は
。

①
　転
害門
と焼
門（
中
御
門
）の
中
柱
を
結
ん
だ
旧
束

京
極
大
路
に平
行
す
る
線
は
南
大門
か
ら
新
禅
院（
金
鑰
学

園
）、県
警
察
本
部
長公
舎
築地塀
の
南
限
か
ら五・
五
〇
メ

ート
ル
北の
地
点
を
結
ぶ
線
と
直
交
す
るこ
と
。

②
　南
大
門
の
中
心
か
ら
垂
直
に引
い
た
直
線（
真
北）

は
、
南
大
門の
中
心
と
大
仏
殿の
中
心
とを
結
ぶ
直
線上
か

ら
、
東
に一
度二
〇
分
だ
け
外
れて
お
り
従っ
て
大
仏の
中

心
は
、
そ
れ
か
ら
五・
五
〇
メ
ート
ル
だ
け西
に
寄っ
て
立

っ
て
い
る
。

③
　現
在
鐘
楼の
建っ
て
い
る
丘
阜
は
、元
、
大
仏
殿
附

近
か
ら
戒
壇
院の
附
近
まで
延
びて
い
た
。
その
丘の
高
さ

は
鐘
楼の
附
近で
は
海
抜
匸一ハ
メ
ー
ト
ル（
現
在平
均一

ニ
ーメ
ート
ル）
大
仏
殿
中
心
附
近で
は一
一
ハ
メ
ー
ト
ル

位（
現
在平
均一
〇一
メ
ート
ル）
あっ
た
。
従っ
て
大
仏

の
肩
あ
た
り
まで
すっ
ぽり
と入
る
位の
高
さで
あっ
た
ら

し
い
。④

　本
坊の
北
か
ら
水門
町
に
向っ
て
真西
に
抜
けて
い

る
水
路（
白
蛇川
）
は
、天
平
四
至
図
に
は
書
いて
あ
る
が、

昔
か
ら
あっ
だの
で
な
く
、
東大
寺の
寺地
を開
く
に当
り

人工
的
に
掘っ
た
もの
で
、元
の
河
川
は
東
塔の
附
近
か
ら

鏡
池の
北
寄
に
流
れ
、
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊の
西
南
隅
前
を

更
に西
塔
と戒
壇
院の
間
を
流
れ
る川
にっ
づ
いて
い
た
ら

し
い
こ
と
。

⑥
　南
大
門
と中
門
の
間
、
現
在
の
五
百
立山
の
すぐ
東

南
方
あ
たり
に
は
海
抜
高約一
〇
九・
七
メ
ート
ル
位
の
尾

根
があり
、
そ
れ
が鎌
倉
時
代
は
じ
めに
取
除か
れ、
そ
の

あ
と
に
鏡池
がで
き
て
い
るこ
と
。

⑥
　大
湯
屋
の
南
の
池
から
食
堂跡
南
にっ
づく
川
は
現

在
講
堂跡
の
東
北
隅で
、
竜
松
院
と竜
蔵院
との
間
を流
れ

下
る
渓流
と合
流
して
い
るの
が、元
は
あの
よ
うに
北
に

曲
ら
ず大
仏
殿土
塁
の
す
ぐ
北下
方
を真
西
に向っ
て
流
れ、

中
御
門（
焼
門
）
の
す
ぐ
北
側か
ら
、
東
京
極
大
路
を横
切

っ
て
西
方
に
流
れ
去っ
て
い
たら
し
い
。

⑦
　竜
松
院
と竜
蔵院
の
間
を流
れ
る渓
流
は元
は
知
足

院
山
裾
に
添っ
て
真
西
に
流
れ、
正
倉
院
南
池
の
北
部
を
通

っ
て
テニ
スコ
ート
の
南下
方
か
ら
対
山
荘
の
附
近
を西
流

して
い
た
。従っ
て
講
堂
と、三
面
僧
坊
の西
室
の
み
は
、

こ
れら
の
渓流
が下
方
浸
触し
た谷
間
の
地形
を
、
大
仏
殿

造
営
の
ため
に
大
き
く削っ
た土
砂
を以
て
埋
め
立て
た
そ

の
上
に
建
設し
た
も
の
と見
ら
れ
る
。

⑥
　食
堂の
基
壇の
南
端
の一
部
ら
し
い
粘
土
層
が宝
厳

院
の
園
池
中
に
露
出
して
い
る
が、
その
位
置
は
講
堂
礎石

か
ら
見
る
と南
か
ら
五
列
目
の
礎石
の
列
の
延
長
上
に
あ
る

こ
と、
宝
厳院
の
門
前の
道路上
に
横
た
わっ
て
い
る
造
り

出
し
の
あ
る豪
快
な
礎石
は
講
堂の
南
か
ら
六
列
目
と七
列

目
と
を結
ん
だ平
行
線の
中
間
に
あ
るこ
と、
及
びそ
の
礎

石
は
、
海
抜一
一
三
メ
ート
ルの
土
表面
上
に
露
出
して
い

るこ
と。

⑨
　知
足
院
山
上
に西
南
か
ら
斜
に
東
北
に
向っ
て
走っ

て
い
る長
い
築地
塀
があ
るこ
と
。

⑩
　法
華
堂
と手
向
山
八
幡
宮
建
物
の
方
位
角
は
、
その
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附
近
に
於け
る他
の
建
物
の
方
位
角
とは
少
し
く
異
り
、
真

北
に対
し
、
少
し
く
傾
いて
い
る
。

以
上こ
の
実
測
調
査
を
通
じて
思
い
がけ
な
い
種
々
の
資

料
を
得
るこ
と
がで
き
たので
あ
る
が、
現
況
の
実
測
図
、

東
大
寺
造
営以
前
の
地形
推
定
復
原
図
な
ど
は
、
拙
稿‐「
大

和
文化
研
究
第
五
巻
第四
号
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

猶こ
の
ほ
か
昭
和三
十
五
年
六
月
現
在
は
興
福
寺
旧
境内

地
の
調
査
中で
あ
り
、
次
第
に
他
に
及
ぶ
予
定で
あ
る
。
今

後同
様
の
調
査
を推
し
進め
るこ
と
に
よ
り
、
南
都
諸
大
寺

に
於
け
る伽
藍配
置
に
際
して
、
地形
がどの
程
度
考
慮
に

入
れ
ら
れ
た
か
、
或
は
伽
藍配
置
の
伝
統
固
執の
た
め
に
は

ど
の
よ
うに
無
理
を
して
配
置
を決
定
し
た
も
ので
あ
る
か

とい
う点
の
究
明
をつ
づけて
見
た
い
と
思
う
。

南
宗
寺（
堺
市
南
旅
籠町
）
庭
園
の
復
原
的
修
理

一
　南
宗
寺
畧
史

そ
も
そ
も
南
宗
寺
は
最
初
舳
松
の
傍
に
あっ
た
が、
弘
治

二
年三
好
長
慶
が大
林
和
尚
を開
山
とし
寺
地
を
宿
院町
の

南（
中
之
町
東
三丁
、
妙
法
寺
の
現
在
位
置
）
の
地
に
移
し
、

弘
治三
年（
一
五
五
七
）
十一
月
落
慶
供
養
し
た
もの
で
あ

る
。天
正
二
年（
一
五
七四
）
松
永
久
秀
の
乱で
全
焼
し
、

復興
後又
元
和元
年
の四
月
廿
七
日
の
兵
乱で
荒
廃
して
い

たの
を
、元
和三
年（
一
六一
七
）
中
興
沢
庵
和
尚
在
住
の

頃
現
在の
所
に再
興
さ
れ
た
。そ
して
元
和
九年（
一
六二

三
）
七
月
十
日
第二
代
将軍
秀
忠、
同
年
八
月
十
八
日
第三

代
将軍
家
光
御
成
があっ
た
。旧
坐
雲
亭の
建
物
はそ
の
頃

の
も
の
と伝
え
ら
れ
る
。

当
時
の
南
宗
与
の
建
物
の
配
置
は
南
宗
寺
伽
藍
古
図
に
書

か
れて
い
る
が、
庭
の
姿
は
記
入
さ
れて
い
ない
。し
か
し

描
か
れて
い
ない
から
全
然無
かっ
た
とは
言
え
ない
。
其

の
後
延宝
七
年（
一
六
七
九）
に
は
方
丈
の
真正
面
に
当っ

て
、
東
照
宮御
霊
屋
が造
営
さ
れて
い
る
。
奥
書
に
寛
政乙

卯（
七
）
年（
一
七
九五
）
とあ
る和
泉
名
所
図
会
に
描
か

れて
い
る所
が江
戸
時
代
末
期
の
寺
の
姿で
あ
る
と
す
れ
ば、

そ
れは
私
か
最
初
昭
和
七
年
に
訪
ね
その
後
し
ばし
ば見
に

行っ
た頃
の
姿
とほ
とん
ど
違っ
て
は
い
な
い
か
ら
、
昭
和

二
十
年
七
月
の
戦
災
まで
は
、
ほ
とん
ど
旧
態の
ま
ま
を
維

持
しっ
づけ
て
来
たも
の
と見
ら
れ
る
。

二
　復
旧工
事
前
の
実
測
調
査

今
回
の
庭
園
の
復旧
修
理工
事
に
際
して
は
、
将
来
文化

財
に指
定
され
る場
合
のこ
と
を
考
慮
し
、
た
だ
単
に
観
光

的目
的
に
合
致
す
るよ
う美
化
す
ると
い
う
態
度で
臨
むこ

と
を厳
重
に
い
ま
し
め
た
。着工
に
先
立
ち
、
罹
災
当
時の

ま
まの
姿
を先
ず詳
細
に
実
測
す
るこ
と
か
ら
は
じ
め
た
。

修
理工
事
は勿
論
昔
の
姿
に
か
え
す
の
が主
な
ね
ら
いで
は

あ
る
が、
長
年
月
の
間
に
土
砂
の
推積
其
の
他
に
よ
る
地形

起
伏の
変
化
、
土
木
建
築工
事
に
よっ
て
生
じ
た
土石
の
移

動
な
ど
をで
き
る
だけ元
に
か
え
すこ
と
、
倒
れ
た
り
、
傾

い
たり
し
て
い
る庭石
を元
の
姿
に
起こ
し
、
む
き
を
直
す

こ
と
な
ど
も必
要で
あ
る
。幕
末
に
於て
東
照
宮
宝
前
に
献

納
さ
れ
た石
灯
籠の
除
去
をは
じ
め
、
必
要
の
あ
る場
合
は

植
物の
移
植、
伐
採又
は不
足
の
場
合
は
補
植
に
よ
り
景
観

を
整え
るこ
とも
必
要で
あ
る
。別
に
利
用
上不
可
欠の
場

合
に
は
敷石
飛石
等
を若干
加
え
、
或
は通
路
を開
き
垣
を

造
る場
合
も
あ
る
が、
そ
れら
の
場
合
とい
え
ど
も
あ
く
ま

で
ひ
かえ
目
に
止
め
たの
は言
う
まで
も
ない
。

か
くて
六月
三
日
から工
事に
着
手
し
た
。ま
づ第一
に

途
中で
消
えて
い
る
よ
う
に見
え
る昔
の
枯山
水
型
渓
流
に

添っ
て
、
そ
の
流
が
どこ
まで
あっ
たの
か
、
ま
た
そ
の
流

の
川
底
の
構
造
が
どの
よ
うで
、
ど
の
程
度
埋
まっ
て
い
た
郛

か
を検
分
す
る
ため
に
発
掘
を試
み
たとこ
ろ
、
そ
の
際川

底
の
よ
う
な
敷石
と川
岸
を形
成
して
い
た石
組
と
が、
現

出
し
たので
あ
る
。そ
の
場
合
庭
の西
隅
に
於て
護
岸
の石

組
に
接
して
、一
見
飛石
状
の
用
途不
明の
石（
紀
州
産
青

石
）
が数
個
見
出
され
た
。そ
れ
が
後に
投
込
ま
れ
た
もの

と見
ら
れ
る
だ
けで
、
あ
と
は
す
べて
使
途
明
白の
もの
ぽ

か
りで
あっ
たか
ら
、元
か
ら
地
表
に
現
わ
れて
い
た石
と

組
み
合
わ
せて
、こ
こ
に
渓
流
型
枯
山
水
庭
園
の
景
観
を
復

原
す
るこ
と
がで
き
たので
あ
る
。

三
　調
査
の
結
果
判
明
し
た
庭
園
の
変
遷

次
に
着工
以
前
の
実
測
調
査
と
復
原
的
修
理工
事
と
を
通

じて
判
明
し
た南
宗
寺
庭
園
の
変
遷
につ
いて
略
述
し
よ
う
。

こ
の
庭
園
がいっ
ごろ
の
も
ので
あ
る
か
につ
いて
は
、

先
学
も
興
味
をもっ
て
解
説
されて
おり
、
そ
の
中
に
はこ

の
庭
園
が元
和以
後の
も
ので
あ
り
な
がら
古
制
を
持っ
て

い
るこ
とに
注
意
を示
して
い
る
人
も
あ
る
。
又こ
の
庭
園

の
中
心
を
なし
て
い
る滝口
石
組
や石
橋
な
ど
の
主
題
が方

丈
の正
面
か
ら
向っ
て
右
手（
西
側
）
に
寄
り
す
ぎて
い
る

こ
とに
も不
審
を抱
く
人
があ
る
。
私
も
そ
れ
ら
とは
同
意

見で
あ
る
が、
結
論
として
は
や
や
異
る
とこ
ろ
があ
る
。

発
掘着
手
前
の
庭
園
を調
査
して
い
る
間
に
、
私
はこ
の

庭
園
に使
用
されて
い
る庭石
の
中
に
、
全
く
異っ
だ好み

の
もの
が二
種
類
あ
るこ
と
を知っ
た
。そ
の一
類
は比
較

的大
柄
な
和
泉砂
岩
系
統
の
庭石
群で
、
何
れも
深
々
と
据

え
ら
れて
お
り
安定
感
が
あ
る
。も
う一
つ
の
種
類
は現
在

の
庭
園景
観の
主
題
を
なし
て
い
る滝
口・
石
橋・
流
れ
を

形
式
す
る一
連の石
組で
、
こ
れら
は石
の
質
も
少
し
く
違



い
、
紀州
の
青石
が
主で
、
中
に
は著
し
く
海
触
を受
け
た

砂
岩
な
ど
を
も
か
なり
まじ
え
て
い
る
。こ
れら
の
事実
を

通
じて
、
私
は選
択
者の
明
白
な相
違
、
引
い
て
は
作製
年

代
に
開き
があ
る
もの
と見
たい
ので
あ
る
。
さて
こ
れ
ら

の
事
実
を
ど
う解
釈
す
る
か
と言
う
と、
そ
の
解
決
につ
い

て
は
今回
の
発
掘
が大
い
に
物
を言っ
たこ
と
は言
うまで

も
ない
。

前
述の
よ
うに
大
柄の
庭石
群
は、
そ
の
根
が非
常
に
深

い
の
で
あ
る
。最
も深
い
もの
は、
六〇
セン
チ
メ
ート
ル

も埋
まっ
て
い
る
もの
が
あ
る
。そ
れに
対
し
て
、
川
添
い

の石
組
は至っ
て
根
が浅
く、
中
に
は
盛土
の
上
に
乗
せ
た

よ
う
なも
の
さえ
も
あ
る
くら
いで
。最
も
深
い
も
ので
も

三
〇
セン
チ
メ
ート
ル
を越
え
るも
の
は少
ない
。一
番
大

き
な石（
二
つ
に
割
れて
い
る）
の
すぐ
右（
西
）
側の平

ら
な石
や
、
その
すぐ
右（
西
）
側の
石
の
如
き
は至っ
て

根
が浅
く
、
僅
か五
セン
チ
メ
ート
ル
位
の
もので
あ
る
。

従っ
て
こ
の
二
組の
庭石
群
は同
時の
もので
は
ない
こ
と

が分
る
と同
時
に
、同
じ手
前（
北
）
側の
庭石
群
の
中
に

さえ
も
、
後
補の
もの
があ
るこ
と
を
知っ
たので
あ
る
。

四
　庭
園
史
的意
義

最
後に
こ
の
庭
の石
組
から
判
断
し
た
作
庭の
経
緯
と、

庭
園
史
的意
義に
ふ
れて
おこ５
．

下
方に
於て
渓流
状
を
なし
て
い
るこ
の
庭
園
景
観
を誘

導
す
る滝
口
と石
橋
と
が元
東
照
宮（
延
宝
七
年
）
と山
叢

との
閧に
は
さ
まっ
て
何
と
なく
窮
屈
そ
う
な姿で
あっ
た

こ
と
を
知
る
人
は、
現
在
見
るこ
の
庭
園
の
主
要
部
分
が、

一
山
の
政
策上
東
照
宮
を方
丈
の
真正
面
に
造
営
し
た時
即

ち
延
宝七
年
頃
に
、
止
む
な
く西
に
片
寄
せて
、
完
成
し
た

も
ので
は
ない
か
と
考え
るの
は
当
然
のこ
とで
あ
る
。
従

遺
跡
・
庭
園
の
調
査

つ
て
、「
庭
古田
織
部正
」
と
和
泉名
所
図
会
に
書
か
れ、

桃山
時代
の
名
園の一
つ
と呼
び
なら
わ
さ
れて
来
たこ
の

庭
園
も
、
厳
密
に言っ
て
江
戸
時
代
前
期
か
なり
降
る頃
の

遺
構
とい
うこ
とに
訂正
さ
れそ
うで
あ
る
。所
が方
丈
の

中
央
前面
に
横
た
わ
る大
柄の
五
個の
庭石
だ
け
は
、
安定

し
た
その
姿
態
から
推し
、
根
深
く
お
さめ
ら
れ
たそ
の
技

法
か
ら判
断
し
て
も
延
宝
改
造
より
ずっ
と
古
くか
ら
あっ

た
もの
で
、
おそ
ら
く、
こ
の
部分
こ
そ
元
和
五
年（
一
六

一
九）
に
方
丈
が造
営
さ
れ
た頃
の石
組の一
部
が、
幸に

し
て
元
の
ま
ま
残
さ
れ
たも
ので
あろ
う
。元
和
創始
の
庭

の
姿
は
資料
がな
くて
不
明で
あ
る
が、
こ
の石
が東
南
か

ら
、西
北に
向っ
て
庭
を斜
に
流
れ
去
る渓
流
添
い
の
姿で

あ
るこ
と
から
推せ
ば
、そ
れ
は或
る時
期
に
改造
さ
れて

現
在の
姿に
な
る以
前
にも
、
方丈
前面
の
地
形
の
高
所
を

利
用
し
な
がら
立石
に
よっ
て
滝
を表
現
し
、
そ
の
前面
に

石
橋
を
かけ
る
所謂
大
徳
寺大
仙
院流
儀の
枯山
水
が
あっ

だの
で
は
な
か
ろ
う
か
。現
在
、滝
口
や石
橋
や
渓流
を形

成し
て
い
る
立石
が比
較
的小
柄で
形
がに
ぎ
やかで
あ
る

の
にひ
き
く
ら
べて
、
渓流
の
底に
敷きっ
めら
れて
い
る

石
の
粒
が粗大
で
あ
るこ
と、
渓流
に
拳石
を
敷く
技
法
が

室町
時代
の
末
期に
は、
屡
々
採用
さ
れて
い
るこ
と
など

か
ら
考え
る
と、
先
学
も認
めて
い
るよ
う
に
、
こ
の
庭
の

枯山
水型
式
の
姿
は、
江
戸
時
代
前
中
期
よ
り
はもっ
と
溯

り
、現
南宗
寺
創始
期
は勿
論
の
こ
と、三
好
長
慶
と
大
林

和尚
に
よ
る
宿
院町
南
の
室
町
末
期
の
庭
園
の
姿
に
も
通
ず

る
もの
があ
るので
は
なか
ろ
う
か
。即
ち
南
宗
寺の
庭
園

は
美
術
的
な見
地
か
ら
す
るも
、
歴
史
的価
値
か
ら
判
断
す

るも
、
大
阪
府下
に
於け
る
庭
園
と
して
は
、
重要
な
遺
構

と見
ら
れ
るので
あっ
て
、
永
く
保
存
の
途
を
講
ず
べ
き
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

醍
醐
寺
旧
三
宝
院
と

無
量
光
院
等
庭
園
跡
遺
跡
の
調
査

一
　醍
醐
寺の
僧
坊調
査

昭
和三
十
四
年十
二
月
に
醍
醐
寺
側の
同
意
を
得て
、
同

寺
境内
地
に
残
存
す
る旧
僧
坊跡
の
地
形
調
査
を行っ
た
。

その
結
果
仁王
門（
旧
西
大
門
）
から
、
金
堂
の
方
に
通
ず

る
参
道の
両
側に
藤原
時
代
の
僧
坊
とそ
の
庭
園
の
遺
跡
が

二
つ
あ
るこ
と
を
知っ
た
。即
ち
参
道の
南
側
の
が無
量
光

院
、そ
の
北
側の
は旧
三
宝院（
灌頂
院
）
で
あ
るこ
と
が

判っ
た
。二

　無
量
光
院
遺跡

無
量
光
院の
遺
跡
は、
東
側
を
除く
周
囲
三
方
を高
さ約

一
メ
ート
ル
程の
土
塁
状
地
形
で
めぐ
ら
し
、
そ
の
仝
敷地

の
や
や西
寄の
とこ
ろ
に池
の
跡
ら
し
い
窪
み
が見
え
る
。

昔の
水面
と思
わ
れ
るの
は海
抜四
七
メ
ート
ル
あ
たり
の

とこ
ろ
と
算出
さ
れ
る
。そ
の
中
央や
や
南
寄
り
に
中
島
状

の
高所
があ
る
。こ
の
池へ
の
給
水
は
五
重
塔
の
南
を通っ

て
清滝
宮の
南
の
所
か
ら
無
量
光
院
東
南
隅
に至
り
、
そこ

か
ら西
北
方に
向
い
、
池
の
東
の
方
か
ら
流
れ
入
り
。
余
水

は池
の
西
の
方
か
ら
流
れ
出
るよ
う
に
なっ
て
い
たら
し
く、

そ
の
排
水
溝
の
よ
う
な地形
は
今で
も
指
摘で
き
る
。

建物
の
位
置
と思
わ
れ
るの
は
敷地
の
北
側
の一
帯で
そ

の
東半
分
は池
痕
と思
わ
れる
窪
地
の
表面
よ
り
は約一
メ

ート
ル
五
〇
ほ
ど
高い
。ま
た
敷地
の西
半
分
も
約一
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
高く
なっ
て
おり
、
北
東
方
に
最
も
重
要
な
殿
舎

が
あっ
た
と推
定
され
る
。

三
　旧三
宝
院（
灌
頂
院
）
遺
跡
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旧三
宝
院
の
敷
地
は
、
そ
の四
周
に
土
塁
を
め
ぐ
らし
て

い
る
ので
無
量
光
院同
様
わ
か
り
易
い
。
醍
醐
雑
事
記
に
よ

ると
永
久三
年（
一
一
一
五
）
直
後
の
建
物
の
種
類
が
わか

る。
ま
た
そ
の
閧二
回正
治二
年（
匸一
〇〇
）
と
。
貞
永

元
年（
匸一
三
四
）
と
に
焼
けて
い
る
が、
鎌
倉
中
期
頃
の

こ
と
な
ら
醍
醐
寺
新
要
録
所
収
絵
図
類
の
中
に
永
仁
六
年

こ
二
九八
）
の
指
図
があ
り
、
灌
頂
院
、
礼
堂、
廊、
中

門
廊
、
中
門
、四
足
門
、
殿上
の
ほ
か西
の
通
に面
し
て
唐

門
が存
在
し
て
い
たこ
と
を図
示
し
て
い
る
。

旧三
宝院
は文
明二
年（
第四
回
目
）
の
火
災以
後
は同

じ
敷地
で
は再
興
さ
れ
ず、
金
剛輪
院（
現
在の
三
宝
院）

が当
時
の
座
主の
住房
に
あて
ら
れ
たの
で
、
いっ
し
か金

剛
輪
院
の
こ
と
を三
宝
院門
跡
と呼
ぶ
よ
う
に
なっ
た
。そ

の
後焼
跡
の
庭石
な
ど
は慶
長
七
年以
前
既
に桃
山
城
に運

ば
れ
た
もの
も
あり
、
ま
た
曽て
旧三
宝院
滝
頭
に
あっ
た

石
は、
金
剛
輪
院
の
庭の
石
橋
とし
て
利
用
さ
れ
た
もの
も

あ
る
。
そし
て
慶長
七
年（
一
六〇四
）
頃
に
はそ
の
遺跡

は松
原
の
よ
うで
あっ
た
と
義
演准
后日
記（
慶長
七
年一

月
廿
七日
の
条）
に記
さ
れて
い
る
。

旧
三
宝
院
敷
地の
南
側
は、
後
に
水
路
が出
来土
塁
が少

し
直
さ
れ
たの
で
昔の
門
の
位置
は判
り
に
く
い
が西
側の

方
は
土
塁の
状
態
が昔
の
ま
まで
あ
る
。
仁王
門
の
すぐ
北

側の
所で
、内
側
に
七
メ
ー
トル
ほ
ど
屈
曲し
、更
に大
道

に平
行
して
元
の
よ
う
に
屈
曲
して
北
に
延
び
約三
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点で
約四
米
だ
け
途
切
れて
い
る
。
更
に北
の
方

も同
じ
よ
う
な形
に屈
曲し
て
長
尾
宮
鳥居
の
所
に至
り終

っ
て
い
る
。こ
の
土
塁
の
切
れて
い
る
部分
は
室町
時
代
以

前
から
の四
足
門
の
位
置
に
相
違
な
く
、こ
の
門
の
位
置
が

判
明
し
たこ
と
から
、
こ
の
敷
地
に永
仁
六年
の
指図
や下

醍
醐伽
藍
をあて
は
め
るこ
と
がで
き
る
ので
、
主要
建
築

の
位
置
が見
当っ
く
と同
時
に
残
余
を庭
園
敷
地
と見
るこ

と
が可
能
と
な
る
。
敷地
の
東
南
隅の
所
が海
抜
標
高約
五

〇・
七
〇
メ
ート
ル・
程の
高地
で
あ
る
がそ
の
すぐ
北
西

側
に四
六・
七
〇
メ
ート
ル
程、
こ
の
敷
地内
で一
番
低
い

窪
地
があ
るの
を
泉
水
跡
と見
るこ
と
がで
き
る
よ
うで
あ

る
。
鎌
倉
時代
の
記
録
に
は
泉
水の
こ
と
は
書
か
れて
ない

が、十
帖
抄
に「
滝坪
」
の
語
が見
え
、
滝の
落
ち
る所
よ

り一
丈西
に平
ら
な石
があ
り
、
その
石
の
上
に
神
供
壇
を

置
い
たこ
と
を
記
して
い
る
。
ま
た
隆源
僧正
記
に
よ
る
と

既
に以
前
か
ら
あっ
た
滝
を当
時
座
主で
あっ
た
心助
僧正

が至
徳二
年（
一
三
八
五
）
に
掃
除し
、
水
を
落
す
な
ど
立

派
に再
興
し
たこ
と
が記
さ
れて
い
る
。
今回
調
査の
結果

地形
上
顕
著
な
切
れ
込
み
を
見つ
け
るこ
と
がで
き
た
が、

こ
こ
を
滝口
と
し
、
落
水
は
南山
裾
を
め
ぐっ
て
、西
に
流

下
し
た
も
の
ら
し
い
。

四
菩
提
寺
遺
跡

こ
の
ほ
か
、天
文
十三
年（
一
五四
四
）
禁
裏
に引
か
れ

たこ
とで
庭
園
史
上
著
名
な九
山
八
海石
が曽て
あっ
た
菩

提
寺
の
あ
と
も
現
在
の
伽
藍
か
ら
約三
百
米
ほ
ど
南
に
離
れ

た
とこ
ろ
に
確
認
す
るこ
と
がで
き
、
例
の
九山
八
海石
は
、

菩
提
寺で
は
大
池
の
中
に
あっ
た
ので
は
なく
、
遣
水の
あ

る小
庭
に
毆
か
れて
い
た
ら
し
いこ
と
を
知
るこ
と
を
得
た
。

願
成
就
院
庭
園
遺
跡
の
調
査

静岡
県田
方
郡
韮山
町
北
条
に
あ
る
真
言
宗
願
成
就
院
は
、

伝
運
慶
作の
地
蔵
尊
があ
るこ
とで
有
名で
あ
る
。こ
の
遺

跡
の
調
査の
目
的
は
、
昭
和三
十
四
年
夏
期
に
実測
調
査し

た
水
無
瀬
離
宮
庭
園
遺
跡
と比
較し
、
鎌
倉時
代
初
期
に
於

け
る
建
築
配
置
と
、
庭
園
造
成
の
特
色
を
と
ら
え
て
見
た
い

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

願
成
就
院
の
創
造
に
関
し
て
は
東
鑑
文
治
五
年（
一
一
八

九
）
六
月
六
日
の
条
に

為二北
条
殿
御
願一
、
為
い祈一
奥
州
征
伐
支一
伊
豆
国
北

条
内
、
被
レ企二伽
藍
営
作・
、今
日
択二吉
曜二有二事
初・

立
柱
上
棟
則
同
被・
遂
二供
養・
、
名
圃
号二願
成
就
院・
、

本
尊
者
阿
弥
陀
三
尊
并
不
動
多
聞
形
像
等
也
。（
下
略
）

と
あ
る
。
更
に
正
治
二
年（
匸一
〇
〇
）
正
月
八
日
の
条
に
、

又
伊
豆
国
願
成
就
院
北
隣
者
幽
霊
在
世
御
亭
也
。
而
今

為
二北
条
殿
沙
汰・
、
被
レ定
二仏
閣・
。
令
レ奉
レ安二置
阿

弥
陀
三
尊
并
不
動
地
蔵
等
形
像一
給
云
々

ま
た
建
保
三
年（
一
ニ
ー五
）
十
二
月
十
六
日
の
条
に
、

又
今
日
伊
豆
国
額
成
就
院
南
新
御
堂
被
レ遂
二
供
養一
本

仏
阿
弥
陀
三
尊
井
四
天
三
像
云
々
是
為
二相
州
御
領・
此

間
所
レ被
二新
造一
也

更
に
寛
喜
二
年（
匸一
三
〇
）
十
月
十
六
日
の
条
に
よ
る
と
、

武
州
御
願
北
条
御
堂
上
棟
也
、
左
近
入
道
道
然
斎
藤
兵

衛
入
道
浄
円
為
二奉
行一
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
治
五
年
以
降
次
第
に
伽
藍
を
整
備

し
て
行
っ
た
北
条
御
堂
即
ち
願
成
就
院
の
本
尊
が
阿
弥
陀
如

来
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
成
立
が
源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
に
ち
な

み
、
平
泉
精
舎
を
参
考
と
し
て
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
創
造
し
た

永
福
寺
と
相
前
後
し
て
い
る
こ
と
、
曽
て
永
福
寺
跡
に
は
堂

塔
跡
よ
り
は
、
園
池
遺
跡
の
方
が
明
瞭
に
残
存
し
て
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
主
と
し
て
、
願
成
就
院
の
園
池
遺
跡
の
地
形

の
復
原
的
考
察
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

☆

☆

☆森

蘊Ｊ
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